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第１章 包括外部監査の概要 

 

第１ 監査の種類 

   地方自治法第 252条の 37第 1項及び包括外部監査契約に基づく特定の事件に関す

る監査 

 

第２ 選定した特定の事件及び監査対象期間 

 １ 選定した特定の事件（監査テーマ） 

   観光振興、観光関連事業に関する事務の執行 

 

 ２ 監査対象期間 

   令和 5年度（令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで） 

   但し、必要に応じて過年度及び令和 6年度の事務についても監査対象とした。 

 

第３ 監査テーマ選定の理由 

神戸市（以下「市」という。）は、旧居留地や異人館、有馬温泉、動物園、水族館、

須磨海岸、六甲山等、市内に多くの観光施設や観光資源を有し、関西圏全体としてイン

バウンド需要もある。 

日本全体だけでなく市としても人口減少による地域内のみによる消費額減少が否定

できない傾向にあるなか、観光という地域外の訪問客による観光消費額の増加、観光に

伴う各種関連産業の活性化、観光で地域が稼げる仕組み作りは地域経済にとっても重

要であるし、魅力ある街づくりとしても重要である。 

観光振興によってもたらされる果実は、旅行業、ホテル業、飲食業、製造業、販売業

など、幅広い業種に直接または間接的におよぶだけでなく、観光客を受け入れる地域側

の視点からすると地域文化の活性化や地域文化を観光資源として発信し継承していく

ための地域戦略にもなりうるうえ、産業、文化、都市計画、景観、交通、コミュニティ

といった多岐にわたる政策分野との接点もあることからすると、国の各省庁に連なる

縦割り行政ではなく横断的、総合的かつ多様な視点からの政策が重要となることから、

外部から俯瞰的にチェックし、政策や内部体制を見直すことで総合行政として対応し

ていく必要がある。 

また、神戸 2025 ビジョンにおいても、令和 7年までの神戸観光推進のためのＫＰＩ

（成果指標）として、日本人延べ宿泊者数 590 万人、外国人延べ宿泊者数 100万人、観

光消費額 3700億円といった数値が目標設定されており、観光に対する期待値、目標値

も大きい。 

さらに、令和 7年 4月には大阪・関西万博が開催される予定で、近接する都市である

神戸市においても観光客の流入が見込まれること、新型コロナウイルスが収束しイン

バウンドを含む観光客や観光消費額も回復傾向にあることからすると、このタイミン
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グで観光に関する監査を行う意義は大きい。 

支出額としても、令和 5年度における市（観光企画課）の予算として、須磨海浜水族

園のリニューアル工事等を含む観光関連事業予算額は約 28億円（令和 4年度の決算額

は約 17億円）と大きく（監査テーマ選定時点で正確な金額を算出することは困難だが、

副次的に観光振興に関連する事業費を含めると、もっと高額になると考えられる。なお、

実際に監査を開始してから判明した監査対象とした範囲の観光振興、観光関連事業に

関する令和 5年度の予算額は約 105億円である）、これらの適正な執行を監査すること

は重要である。 

加えて、市とともに、市及び周辺地域で形成する「神戸観光圏」における観光事業を

公民連携で推進するＤＭＯ（観光地域づくり法人）で、市の外郭団体でもある一般財団

法人神戸観光局（以下「神戸観光局」という。）には、令和 4 年度、負担金、受託料、

使用料として市から約 11億円が支払われており、神戸観光局のありかた、市との関係

性、神戸観光局の観光推進事業の適正化、出納その他の事務の執行を監査する意義も大

きい。 

よって、観光振興、観光関連事業に関する事務の執行をテーマとして、異なる利害を

有する複数の主体が共存する地域社会における公共的かつ多様な視点を踏まえつつも、

不相当な財政負担がないか外部から監査を行うことは重要な意義があり、市民利益に

も有用であるため、監査対象として選定した。 

 

第４ 包括外部監査の方法 

 １ 監査の視点、着眼点 

  (1) 基本的な視点 

    以下の基本的視点に加え、地域への経済効果、住民生活への影響の観点から監査

を実施した。 

   ア 法令違反の事務執行はないか（地方自治法第 2条第 16項－適法性の視点） 

イ 最少の費用で最大の効果をあげているか（同法第 2条第 14項－経済性、効率

性、実効性［いわゆる 3Ｅ］の視点） 

   ウ 住民福祉の増進に寄与するものであるか（同法第 2条第 14項） 

   エ 組織及び運営の合理化が図られているか（同法第 2条第 15項） 

 

  (2) 特に留意した着眼点 

    監査対象となる対象部局、外郭団体、指定管理者ごとに、以下の個別の着眼点に

留意して監査を行った。 

 ア 経済観光局 

    ① 事業目的に整合する合理的なＫＰＩ（成果指標）を設定し、かつ目標値を明確   

に設定したうえで、成果や観光経済効果は検証されているか。 

    ② 事業の手法や実施内容は、目的及び成果指標の目標値を達成するために効果
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的か。 

    ③ 事業の活動と効果に因果関係があることを分析あるいは適切に検討している

か。 

    ④ 社会情勢の変化に応じて、事業内容が見直されているか。 

    ⑤ 補助金、負担金などの要否は適切に検討され、法令等に準拠して適切な交付手

続きを経たうえで、目的に適合する形で使用されているか（確認、検証もされて

いるか）。 

    ⑥ 事業費の見積もり、積算は適切になされているか。 

    ⑦ 委託事業の要否は適切に検討され、契約金額の合理的な低減努力が行われ、委

託先の選定や契約及び事務手続きは法令等に準拠して適切に行われたうえで、

適切に履行されているか（確認、検証もされているか）。 

    ⑧ 事務の執行に際して、経済性、効率性を追求しているか。 

    ⑨ 事業費と成果との比較（費用対効果）を合理的に分析あるいは適切に検討して

いるか。 

    ⑩ ＰＤＣＡサイクルは有効に行われ、施策に反映されているか。 

    ⑪ オーバーツーリズムの観点からの、住民生活への影響の有無や程度、調査、対

策は行われているか。 

⑫ 他の部署（観光メインではないが、観光に関連する施策を行ったり、施設の管

理等を行っている部署）との間での、観光の観点からの連携や情報共有、対策が

適時、適切に行われているか。 

⑬ 市と神戸観光局との関係、負担金、受託料等の支出、指導、監督は適切に行わ

れているか。 

⑭ 指定管理者の募集、審査は適切に行われているか。 

⑮ 指定管理者の指導、監督、評価は適切に行われているか。 

   イ 文化スポーツ局、建設局、港湾局、都市局、交通局 

   概ね経済観光局に準ずる視点になるが、そもそも、観光が副次的な効果として考

えられる事業等に関して、観光の観点からの検証や目標は設定され、政策が立案、

実行されているか。   

   ウ 神戸観光局 

    ① 観光地マーケティング（例えば、受け入れ環境の見える化、来訪者の見える化、

観光による地域へのインパクトの見える化等）は適切、効果的に行われているか。 

    ② 広域観光組織として実効的な体制が作られ、役割を果たしているか。 

    ③ インバウンド対策として、神戸市以外の周辺自治体との連携が適切に行われ

ているか。 

    ④ 専門性を有する人材が登用、権限付与され、各事業において効率性と成果を重

視する組織体制、仕組みとなっているか。 

    ⑤ 地域事業者、地域住民等の意見を吸い上げ、協議を行い、事業に適切に反映さ
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せるための仕組みがあり、適切かつ有効に実行され、検証もされているか。 

    ⑥ その他、ＤＭＯとして、実行力のある適切な組織運営、事業計画、実行、検証

等が行われているか。 

⑦ 事業目的に整合する合理的なＫＰＩ（成果指標）を設定し、かつ目標値を明確   

に設定したうえで、成果や観光経済効果は検証されているか。 

    ⑧ 事業の手法や実施内容は、目的及び成果指標の目標値を達成するために効果

的か。 

    ⑨ 事業の活動と効果に因果関係があることを分析あるいは適切に検討している

か。 

    ⑩ 社会情勢の変化に応じて、事業内容が見直されているか。 

    ⑪ 事業費の見積もり、積算は適切になされているか。 

    ⑫ 指定管理業務または市からの受託業務等は適切に行われているか。 

    ⑬ 指定管理業務または市からの受託業務について、市への報告、相談は適切に行

われているか。 

    ⑭ 市からの委託事業の要否は適切に検討され、契約金額の合理的な低減努力が

行われ、委託先の選定や契約及び事務手続きは法令等に準拠して適切に行われ

たうえで、適切に履行されているか（確認、検証もされているか）。 

    ⑮ 事務の執行に際して、経済性、効率性を追求しているか。 

    ⑯ 事業費と成果との比較（費用対効果）を合理的に分析あるいは適切に検討して

いるか。 

    ⑰ ＰＤＣＡサイクルは有効に行われ、施策に反映されているか。 

⑱ 市と神戸観光局との関係は適切で、連携しつつも自立的な経営ができている

か。 

⑲ 神戸観光局の経理事務は適正に行われているか。 

   エ 株式会社神戸ウォーターフロント開発機構（以下「ウォーターフロント開発機構」

という。） 

    ① 市との間で締結した神戸ポートタワー運営条件書、定期賃貸借契約書に沿っ

て適切に業務が行われているか。 

② 神戸ポートタワーの運営事業者の募集、審査、選定は適切か。 

    ③ 神戸ポートタワーの運営事業者の指導、監督、評価は適切に行われているか。 

オ 各指定管理者 

   ① 指定管理業務は適切に行われているか。 

② 市への報告、相談は適切に行われているか。 

 

２ 主な監査の実施方法 

(1) 監査の方法 

    監査手続は、概ね以下の手法で行った。 
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   ア 予備調査 

     令和 6年 4月 12日、市における観光振興、観光関連事業に関する事務執行の

概要を把握するために、市監査事務局（以下「監査事務局」という。）を通じて、

市経済観光局、港湾局、文化スポーツ局、建設局、都市局、交通局等に対し、観

光振興、観光関連事業に関する事務執行の全体像や概要、観光施設や資源の管理

及び整備状況、補助金、負担金、業務委託、観光イベント、神戸観光局の概要、

その他観光振興や観光関連事業に従事する市の外郭団体等について、回答、資料

提出を求める質問書を送付し、一部を除き同年 5月中旬頃までに回答書、各資料

の提出を受けた。 

  イ 概要説明 

     令和 6年 5月 14日、上記予備調査の回答書、各資料を監査人、補助者チーム

で検討したうえで、観光振興、観光関連事業に関する事務執行の概要等といった

全体像について、経済観光局観光企画課や神戸観光局の各担当者から直接説明を

受け、若干の質疑応答を行った。 

ウ 経済観光局幹部が持つ問題意識の意見聴取 

令和 6年 5月 31日、経済観光局の局長をはじめとして幹部から、観光振興、観

光関連事業に関する問題意識に関する説明、意見を聴取した。 

エ 追加調査及び本調査 

上記の予備調査と概要説明を踏まえ、監査の便宜上、補助者 9名を 4チームに分

け、既述した「特に留意した着眼点」に基づき監査対象事項を整理分担し（主とし

て、局や外郭団体、指定管理者ごとにチームを分けた）、チームごとに個別の追加

質問、資料要求事項を整理し、令和 5年 5月 31日、予備調査の対象となった既述

した各部局等に加え、神戸観光局をはじめとした関係する外郭団体、指定管理者に

対し、これらの追加質問、資料要求事項を送付し、一部を除き、同年 6月 14日ま

でに概ね回答書、各資料の提出を受けた。 

そのうえで、令和 6年 7月 1日より、資料の閲覧、ヒアリング、現地視察等の本

調査を実施した。 

また、資料の閲覧、ヒアリング、現地視察等の結果を踏まえて、質問事項、資料

要求を随時追加で行い、それぞれ追加での回答、各資料の提出を受けた。 

   オ 概要報告 

     令和 6年 11月下旬、監査対象部局等に対し、監査の結果及び意見を記載した報

告書の素案を示し、事実認定や結果及び意見に関する対象部局等の見解を聴取、確

認した。 

 

（2） 監査手続で留意した事項等 

   ア 予備調査、概要説明、問題意識の意見聴取の趣旨 

     予備調査や概要説明の段階においては、監査人、補助者ともに、市における観光
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振興、観光関連事業に関する事務の執行の全体像、観光関連施設や資源の概要、補

助金、負担金等の金銭支出状況、業務委託状況、観光イベント、神戸観光局や他の

観光関連事業に関与する外郭団体や指定管理者の概要といった基本的な事項を把

握し、市が行っている観光関連事業の全体像を横断的に理解することを目的とし、

概要説明については監査人、補助者全員が一同に参加し、説明を受けた。 

また、経済観光局幹部が持つ問題意識の意見聴取を行うことで、監査をスムーズ

に進める一助とした（もちろん、あくまで対象部局の内部的意見であるため、あく

まで参考であり、監査人としての問題意識は意見聴取で聞いた内容にとどまるも

のではない）。 

イ 本調査における担当割、情報の整理と共有 

    本調査を実施するにあたっては、補助者 9 名をそれぞれ 4 つのチームに分け、

監査項目を分担することにより効率化を図った。 

対象部局等への本調査でのヒアリングは、各チームの補助者に監査人を加えた 3

名または 4 名で行うことを原則とし、ヒアリングにあたっては備忘録としてチー

ムごとに「ヒアリングシート」を作成し、情報の整理、監査チーム全体での情報共

有に努めた。 

また、計画的に監査チームにおける全体ミーティングの日程を決め、各回におい

て事前に監査人において議題を作成、配布することで効率化を図ったうえで、当日

は、監査方針、監査手法、作業分担の担当、情報の共有や整理、意見交換のための

ミーティングを行うことで、監査の計画性や統一性を高め、方向性等を定めるとと

もに、情報の整理、共有のため議事録を作成した。 

  ウ 本調査における回答、資料提供の方法 

     本調査における質問事項に対する回答は、ヒアリングで聴取するだけでなく、書

面でも回答をもらうことにより正確性を確保し、出来る限り認識に齟齬が出ない

ようにした。 

また、資料提供にあたっては、市におけるペーパーレス化の方針を受け、主にデ

ータでの提供を受けるとともに、データ化されていない文書等については適宜、対

象部局や指定管理者の事務所等で閲覧を行い、必要に応じてコピーの提供を受け

ることも検討した。 

   エ 現地視察 

     現地視察を通じて視覚的、感覚的にも市が所有する観光関連施設の状況を理解

することは、監査チーム全員において必要かつ有用と考えられたため、監査人、補

助者全員において担当する観光関連施設の現地視察を分担して実施することとし

た。 

視察した観光振興、観光関連施設は下記のとおりであり、原則として、当該施設

の市の所管局、外郭団体や指定管理者の担当者にも現地視察に同行してもらい適

宜説明を受けるとともに監査人または補助者からの質問を行った（但し、施設担当
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者の同行なく、また、視察と告げずに行った現地視察もある。なお、今回の監査期

間中以前に監査人または補助者にて来訪したことがある施設は下記以外にもある

が、下記には記載していないし、後述するように下記以外の施設も監査対象には含

まれている）。 

記 

 
施設名 市の所管局 

①指定管理者又は②運営に

関しての主な業務委託先等 

1 神戸市総合インフォメーショ

ンセンター 

経済観光局 観光企画課 ② 神戸観光局 

2 有馬 4 施設（金の湯、銀の

湯、有馬温泉観光交流センタ

ー、太閤の湯殿館） 

経済観光局 観光企画課 ① 神戸観光局 

3 神戸国際会議場、展示場 経済観光局 観光企画課 ① 神戸コンベンションコ

ンソーシアム（代表：神戸

観光局） 

4 道の駅「神戸フルーツ・フラ

ワーパーク大沢」 

経済観光局 農水産課 ② 一般財団法人神戸農政

公社 

5 神戸市立六甲山牧場 経済観光局 農水産課 ① 六甲山牧場運営共同事

業体（代表：一般財団法人

神戸農政公社） 

6 神戸ファッション美術館 経済観光局 ファッショ

ン産業課 

① 神戸新聞地域創造・神

戸新聞事業社共同事業体 

7 ポートターミナル、中突堤旅

客ターミナル 

港湾局 神戸港管理事務

所 

① 神戸港国際旅客ターミ

ナル運営共同事業体（代

表：神戸観光局） 

8 神戸港ウォーターフロントエ

リア（メリケンパーク～ハー

バーランド広場の総称） 

港湾局 神戸港管理事務

所 

① 神戸港“Ｕ”パークマ

ネジメント共同事業体 

9 神戸ポートタワー 港湾局 ウォーターフロ

ント再開発推進課 

② 賃貸先 ウォーターフ

ロント開発機構 

10 神戸市立博物館 文化スポーツ局 博物館 ② 業務委託先複数 

11 神戸市立小磯記念美術館  文化スポーツ局 小磯記

念美術館 

② 業務委託先複数 

12 神戸ゆかりの美術館 文化スポーツ局 神戸ゆ

かりの美術館 

② 業務委託先複数である

ものの、管理業務全般は 

神戸新聞地域創造・神戸新
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聞事業社共同事業体 

13 神戸市ラインの館 文化スポーツ局 文化財

課 

① 株式会社日比谷花壇 

14 神戸市立王子動物園 建設局 王子動物園 ② 業務委託先複数 

15 神戸布引ハーブ園 建設局 公園部魅力創造

課 

① 神戸リゾートサービス

株式会社 

 

   オ 指定管理者、外郭団体に対する監査 

     市においては、多くの観光振興、観光関連施設の管理について、指定管理者制度

を実施しており、指定管理者が施設を運営しているため、必要な範囲で、既述した

施設の現地視察に加え、指定管理者の事務所を訪問し、事務所内において保管され

ている資料の概要説明を受けたうえで、適宜、資料をピックアップして閲覧調査を

行い、そのうえで担当者へのヒアリングを行うとともに、必要な範囲で資料のコピ

ーの提出も求めた。 

また、神戸ポートタワーは、指定管理者制度ではなく賃貸借契約によりウォータ

ーフロント開発機構に同施設を貸し、同社がさらに民間事業者に転貸している形

式ではあるものの、監査にあたってはこれらの契約関係や実施事業内容を精査す

る必要があると考えられたため、市の外郭団体でもあるウォーターフロント開発

機構を監査対象とし、指定管理者同様に調査を行った。 

道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」については、指定管理者制度では

なく業務委託により同施設の運営が行われていたものの、業務委託先は市の外郭

団体でもある一般財団法人神戸農政公社（以下「神戸農政公社」という。）で、過

去に同施設の運営を指定管理制度で行っていた際の指定管理者も神戸農政公社で、

運営実態としては、神戸農政公社が指定管理者に準じるような状況で運営を行っ

ているものと考えられたもので、現地視察にあたっては神戸農政公社の担当者に

適宜説明を求めながら調査を行った。 

さらに、既述した指定管理者、外郭団体に対する監査で判明した事実や資料をも

とに、監査対象部局に対するさらなる質問、追加資料の提出、事実関係の確認等を

行い、掘り下げた監査を行った。 

 

第５ 監査対象部局等 

 １ 局 

   経済観光局 

   港湾局、文化スポーツ局、建設局、都市局、交通局 

 

 ２ 外郭団体 

   一般財団法人神戸観光局 
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株式会社神戸ウォーターフロント開発機構 

 

 ３ 指定管理者 

   以下の施設等に関する各指定管理者 

  (1) 神戸市立六甲山牧場 

(2) 神戸市立青少年科学館 

(3) 神戸市風見鶏の館・神戸市ラインの館 

(4) 神戸布引ハーブ園 

(5) 神戸海洋博物館 

(6) 神戸港ウォーターフロントエリア（メリケンパーク～ハーバーランド広場の総

称） 

(7) 神戸ファッション美術館 

前記の神戸観光局を監査対象とすることに伴い、以下の各施設に関する指定管理者

または指定管理者の代表者となっている神戸観光局 

  (8) 神戸国際会議場、神戸国際展示場 

(9) 有馬 4施設（金の湯、銀の湯、有馬温泉観光交流センター、太閤の湯殿館） 

(10) ポートターミナル、中突堤旅客ターミナル 

 

第６ 監査の実施体制 

   包括外部監査人  弁護士    松 谷 卓 也 

   補助者      弁護士    大 野 彰 子 

            弁護士    鈴 木  亮 

            弁護士    中野 宗一郎 

            弁護士    中 原 卓 也 

            弁護士    中 村 健 人 

            弁護士    森 川  拓 

弁護士    三 好 貴 将 

            弁護士    吉 田  皓 

            公認会計士  道 幸 尚 志 

 

第７ 往査等の状況 

   監査手続においては、主に、①監査人事務所や補助者事務所における記録の精査、検

討、調査結果を踏まえた問題点の抽出作業、報告書起案に関する業務、②監査人事務所

でのミーティングによる監査手法や問題点に関する協議、③市役所、神戸観光局、ウォ

ーターフロント開発機構、指定管理者の事務所に赴いての資料閲覧やヒアリング、④観

光関連施設の現地視察などの業務を実施した。 
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第８ 包括外部監査の実施期間 

   令和 6年 4月 1日から令和 7年 1月 14日まで 

 

第９ 利害関係 

   包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252条の 29の規程により記載

するべき利害関係はない。 

 

第１０ 包括外部監査結果報告書の構成及び記載方法 

 １ 留意した事項 

   市民への公表が予定されていることから、前提知識のない市民にとってわかりやす

い記載内容、形式となるよう努めるとともに、前提事項がわかるように市の観光振興、

観光関連事業の概要、観光行政を担う市の各部局等の概要、市の各観光施設や観光施策

及び事業の概要、監査対象とする施策及び事業の一覧も記載した。 

また、監査の指摘事項及び意見が、監査対象部局をはじめとする関係者にとって改善

対応を検討しやすく、改善の有無をチェックできるものとなるよう、可能な限り具体的

な内容となるよう留意した。但し、改善対応が必要であるものの、対象部局内をはじめ

とした関係者によるさらなる協議や詳細事項の詰めが必要な事項においては、監査人

において細部まで改善事項を記載した場合にかえって硬直的で実務運用に適しない場

面が生じることを避けるため、例示として改善策の具体案を提示するにとどめるとと

もに、問題点の趣旨を踏まえた改善策を検討するよう促した。 

 

２ 構成 

  第 2章において、市の観光振興、観光関連事業の概要をはじめとした前提事項につい

て説明を行ったうえで、第 3章においては、各局等に共通する全般的な監査結果を冒頭

に述べた後、各局や外郭団体、指定管理者ごとの個別的な監査の結果及び意見を記載し、

最後に第 4章において全体を総括する形で、社会情勢の変化や社会ニーズ、市民目線を

踏まえた観光行政のあり方に関する提案をまとめた。 

 

３ 監査結果の書き分け 

(1) 【指 摘 事 項】 

  ア 法令、基準等に違反していると認められるもの 

イ その他、合理性、経済性、効率性、有効性、住民福祉の観点から適正を欠く不

当な状況が生じており、速やかに是正する必要があると考えられるもの 

 

(2) 【意  見】 

   指摘事項にまでは該当しないが、上記観点から、是正、改善の検討がなされるべ

きもの 
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４ 監査の結果の記載方法 

  監査の結果については、監査の結果として記載することになった施策及び事業ごと

にまずは事務手続等の概要を説明し、そのうえで監査の結果明らかになった事実を整

理した。 

上記事実を前提に、監査人の見解として、【指摘事項】【意見】ごとに通し番号を付し

たうえで、結論を述べ、理由の順に内容を記載した。 

また、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等も記載す

るよう努めた。 

 

５ その他 

 (1) 各表、図の作成及び引用 

   第 2章以下に掲載した各表は、基本的には市から提供された資料、データをもとに

監査人または補助者が作成したものであり、他市等のウェブサイト上のデータ等を

もとに作成したものはできる範囲でその旨付記している。 

 

 (2) 用語の説明 

   本書において使用する用語の意味、内容について、以下のとおり概説する。 

  ア 外郭団体 

     主に行政を補完する目的で設立され、資本金等一定の金額を地方公共団体が出

資し、業務の円滑な運営を図るために、必要に応じて職員の派遣等を行っている

法人等を指すが、法令上の共通した明確な定義付がされているものではない。 

     神戸市においては、市が 25％以上を出資する法人、市と人的または資金的及び

業務的に密接な関係を有する法人を外郭団体と位置付けており、主な設立目的と

して、市行政の補完的役割を担うこと、効率的、弾力的な事業運営を行うこと、

柔軟できめ細かな市民サービスを行うこと、人的、財政的に民間の資源の活用を

図ることが掲げられ、令和 6年 5月現在において、30の外郭団体が存在する。 

イ 減免 

  地方自治体の長が、天災その他特別な事情により必要があると認める者、貧困

により生活の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に対し、その条例の定

めるところにより地方税の一部または全部を徴収しないとする処分。 

ウ 公募型プロポーザル 

    地方自治法で定められている一般競争入札により契約相手方を選定するという

原則の例外的な手法として、企画競争方式で、対象業務に関して企画案・実施方 

針等の提出を求め、最も優れた「提案者」を採用する選定方法。 

高度で専門的な技術力が求められる業務や、芸術性、創造性が求められる業務

で契約の金額も重要な要素ではあるが、むしろ仕様そのもの、若しくは事業者の
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能力や経験がより重要となり、その性質または目的が価格競争による入札に適し

ないと認められる業務の契約について採用されることがある手法。 

エ コンベンション 

  集会や会議。主に、国際的な大規模の会議のことを指す。 

オ 指定管理者 

     普通地方公共団体が、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があ

ると認めるときに、条例の定めるところにより、当該公の施設の管理を行わせる

ため指定する法人その他の団体（地方自治法第 244条の 2第 3項）。 

カ 随意契約 

     普通地方公共団体が契約の相手方を競争の方法によらないで選択して締結する

契約方法。 

    「特命随意契約」は、随意契約のうち、見積もり合わせ等も行わず、1社のみ

特定して行う契約。 

キ 政教分離原則 

  国と宗教を分離する憲法上の原則。憲法第 20条 3項。 

ク 入札 

    官公庁が、物品を購入したり工事を行う際、入札情報を開示したうえで参加者を

募り、そのうち最も有利（安価）な条件を出した入札者と契約締結する仕組み。 

地方自治法第 234条により、地方自治体による売買、貸借、請負その他の契約

は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結す

るものとされるが、一般競争入札が原則とされ、指名競争入札、随意契約または

せり売りは、政令で定める場合に該当するときに限りこれによることができると

されている。 

「一般競争入札」とは、契約に関し公告をし、不特定多数人をして入札の方法

によって競争をさせ、普通地方公共団体に最も有利な条件を提供する者との間に

締結する契約方法をいい、「指名競争入札」とは、入札者を指名して、特定多数

の者をして入札の方法によって競争をさせ、普通地方公共団体に最も有利な条件

を提供する者との間に締結する契約方法をいう。 

  ケ ネーミングライツ 

公共施設の名前を付与する命名権。 

公共団体が民会事業者等に命名権を与える代わりに、対価を得て、施設の運営維

持や利用者へのサービス向上等を図ることを目的として行われる。 

コ ＫＰＩ 

    組織の目標を達成するための重要な業績評価、管理の定量的な指標。 

サ ＭＩＣＥ 

  Ｍｅｅｔｉｎｇ（会議・研修・セミナー）、Ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ ｔｏｕｒ（報

奨・研修旅行）、Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ（国際会議）、Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ/Ｅ
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ｖｅｎｔ（展示会・イベントなど）を総称した造語。 

  シ ＰＦＩ 

    プライベート・ファイナンス・イニシアティブの略で、公共施設等の設計、建

設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供

を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る事業手

法。    
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第２章 観光振興、観光関連事業の概要 

 

第１ 市の観光振興、観光関連事業の方針、統計データ 

 １ 神戸 2025ビジョン 

  (1) 神戸 2025ビジョンの意義と位置付け 

市では、令和 7年までの都市像、まちづくりの方向性を示した「新・神戸市基本構

想」、「神戸づくりの指針」を実現するため、5 か年の実施計画である神戸 2020 ビジ

ョンを策定し、その後継計画として、2025 年度（令和 7 年度）までの実施計画であ

る神戸 2025ビジョンを策定している。 

この神戸 2025ビジョンは、少子高齢化の進展や急激な人口減少、東京一極集中の

進行といった 喫緊の課題を克服し、地方創生を実現するための「地方版総合戦略」

としての位置付けも有している。 

 

(2) 策定の背景（時代の潮流） 

日本の本格的な人口減少、超高齢化社会に突入し、市もこのような問題に直面して

おり、平成 24年には総人口が初めて減少に転じ、高齢化も進行し、市民の暮らしを

支える地域の社会・経済システムの維持・存続に影響を及ぼす可能性がある。 

産業、教育、医療、行政など、あらゆる現場でのデジタル化や、テレワークなどの

進展に伴う通勤・通学形態や働き方などを通じて、市民生活や経済活動のあり方が見

直されており、東京一極集中の状況の変化にも的確に対応していく必要がある。 

 

  (3) 観光に関連する基本目標（ビジョンの施策） 

    以下、観光に関連すると考えられ、今回の監査に関連する事項についての神戸 2025

ビジョンの基本的な方向、数値目標、具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）を

一部要約して抜粋する。 

   ア 基本的な方向 

市外の人に対して戦略的なＰＲにより、市の魅力を実感し興味を持ってもらう

など、関係人口の創出・拡大を図るとともに、継続的なアプローチにより、段階的

に神戸との関係性を深化させていくことが必要。コロナ禍から市民とまちが元気

を取り戻し、心豊かな生活を送れるように、まちの魅力を高め、文化・芸術・スポ

ーツを振興し、多様な食文化を育むなど、ソフト面の取り組みを進める。  

また、まちづくりの観点では中心市街地や駅前、ウォーターフロントなど、市の

まちの「顔」となるエリアの魅力を高めるとともに、市らしさを感じられるように、

道路・公園などの公共空間の高質化や、まちのサインなど工作物について、統一感

のあるデザインに再整備を進めていく。 

神戸空港の国際化を含む機能強化に向け、既存施策への効果を 十分に考慮しな

がら、将来の都市ブランドや価値、ポテンシャルの向上を目指し、まち全体の活性
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化や発展につながる施策を推進していく。 

イ 数値目標 

観光消費額：3700億円 【令和 7年】 

ウ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

① 文化財の新たな保存と活用の推進  

少子高齢化や地域社会の変化により、これまで地域によって守られてきた歴

史的な遺産の継承が困難になりつつあり、まちの魅力を再認識するためにも、

法や条例で指定などされた文化財だけでなく、未指定の文化財を含め包括的に

その保存・活用を推進するため、「神戸市文化財保存活用地域計画」を作成した。 

また、インバウンド誘客の推進に向け、多言語化への対応など文化資源によ

る誘客推進の取り組みを検討していく。 

② スポーツの振興 

少子高齢化、グローバル化、多様性の尊重といった社会変化により、スポーツ

の多様な価値が高まる中、市では、全ての市民が日常的にスポーツ・健康づくり

に取り組む「アクティブシティ※こうべ」を創ることをめざしている。兵庫県な

どと連携し、神戸マラソンを開催しているほか、競技団体などと連携し、国際

級・全国級のスポーツイベントを開催するとともに「東京 2020オリンピック・

パラリンピック」、「神戸 2024世界パラ陸上競技選手権大会」などの大規模スポ

ーツイベントを通じて、市民のスポーツへの関心を高めるとともに、市のまち

の魅力を発信していく。 

③ 食都神戸の推進 

瀬戸内海に面した港町神戸は、都市と農村が近く、豊かな自然に囲まれ、質の

高い農水産物が生産されている一方、都市地域では、港町として交易を中心に栄

えてきた経緯から、いかなごのくぎ煮をはじめとした独自の多様な食文化が根

付いている。このポテンシャルを活用し、地域の農漁業と関連した持続可能で神

戸らしい新たな食ビジネスと食文化を育て、活かす戦略として「食都神戸」を掲

げ、世界に誇る持続可能な都市の構築を進める。 

神戸らしい新たな食の開発、地産地消を進めるファーマーズマーケットなど、

市民の日常の中に「農業」や「漁業」がより感じられる取り組みも推進していく。 

④ 神戸観光の推進 

新型コロナウイルス感染症の影響による観光需要の落ち込みからの回復をめ

ざし、旅行動態の変化を踏まえた、神戸の歴史・文化、自然や食といった多彩

な魅力を活かし、国内外へのプロモーションを強化していくとともに、滞在時

間の延長や宿泊につながるナイトタイムエコノミーを推進し、観光消費額の高

い滞在型観光を振興する。 

また、公共交通機関や観光施設等のキャッシュレス化の促進に取り組み、市

内観光地の回遊性の向上による観光消費の拡大を図る。 
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さらに、経済波及効果が高い国内外の神戸発着クルーズを誘致するため、都

市に近接した空港の利便性を活かした「フライ＆クルーズ」を強化し、国内外

のマーケット拡大を目指す。  

加えて、ＭＩＣＥ※開催による神戸市への経済波及効果や都市ブランドの向

上のため、中長期的な視点で 国際会議などの誘致促進を図るとともに、地元

大学との連携強化、インセンティブツアーの誘致強化などを実施する。 

※ ＭＩＣＥ（マイス）…Ｍｅｅｔｉｎｇ（会議・研修・セミナー）、Ｉｎ

ｃｅｎｔｉｖｅ ｔｏｕｒ（報奨・研修旅行）、Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ（国

際会議）、Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ/Ｅｖｅｎｔ（展示会・イベントなど）を

総称した造語。 

―事業例と ＫＰＩ―  

・神戸観光の推進ＫＰＩ 

観光消費額：3700億円 【令和 7年】  

日本人延べ宿泊者数：590万人 【令和 7年】  

外国人延べ宿泊者数：100万人 【令和 7年】 

・ＭＩＣＥの推進 ＫＰＩ 

国際会議開催件数：420件 【令和 7年】 

⑤ 六甲山・摩耶山での観光と豊かな自然を活かしたアートシーンの推進  

六甲山、摩耶山から丹生山系まで、神戸に広がる山々を山頂から山麓まで楽

しむ神戸登山を観光資源として磨き上げ、インバウンドを含めたさらなる誘客

を目指して、登山支援拠点の開設や登山環境の整備など神戸登山の魅力向上に

取り組む「神戸登山プロジェクト」を実施する。 

また、六甲山、摩耶山については、魅力を維持しつつ活用し、さらなる賑わ

いを創出するとともに、アクセスしやすく巡りやすい公共交通の形成に取り組

むなど、活性化を図る。 

さらに、六甲山の自然の中で現代アートを楽しむことができる神戸ならでは

の芸術祭「六甲ミーツ・アート芸術散歩」の開催を支援し、神戸で芸術家やクリ

エイターを育成するとともに、ｗｉｔｈコロナ時代において新しいアートの楽

しみ方を提供し、芸術の灯を絶やさぬよう、多くの方に楽しんでいただける取り

組みを推進する。 

―事業例とＫＰＩ―  

観光客数（六甲・摩耶エリア）：230 万人 【令和 7年】 

⑥ ウォーターフロントなどの魅力向上 

中突堤周辺地区では、観光・エントランスエリアとしての魅力に磨きをかけ

るため、シンボル施設である神戸ポートタワーのリニューアルや中突堤中央ビ

ルの再整備に向けた取り組みを進める。ウォーターフロントエリアの面的な再

開発の進捗にあわせて、ハーバーランド〜中突堤〜新港突堤西地区に至る回遊
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性を促す魅力的な歩行空間など、楽しみながら回遊できる取り組みを進める。 

さらに、国内外の誘客に向け、神戸空港と須磨エリア等の海上ルートの検討

や、花火やイルミネーションなど、ナイトタイムエコノミーの強化に取り組ん

でいく。 

―事業例とＫＰＩ― 

観光客数（神戸港エリア）：700万人 【令和 7年】 

⑦ 須磨海岸・海浜公園の魅力向上 

須磨海浜水族園及び海浜公園は、設備をはじめとする老朽化が進んでおり、

再整備による魅力向上が必要であるため、民間企業のノウハウを取り入れ、須

磨海岸エリアの持つ魅力を最大限に引き出した再整備を行う。 

―事業例とＫＰＩ― 

観光客数（須磨・舞子エリア）：450 万人 【令和 7年】 

 

 ２ 市の観光振興等に関する中長期計画及び短期的な計画書 

  (1) 市 

神戸 2025ビジョンに一部記載のあるほかは、市全体の観光振興等に関する中長

期計画及び短期的な計画書はない。 

但し、個々の観光振興、観光関連事業や施設によっては、市においてこれが策定

されているものもあるので、これについては個々に述べる。 

 

  (2) 神戸観光局 

    市が 100％出捐している外郭団体である神戸観光局が令和 5年 3月に作成した観

光事業全体に関する「中期ロードマップｆｏｒ2025-2030【Ｖｅｒ.2】」及び「神戸

インバウンド戦略 2.0」並びに令和元年 5 月作成の「国内旅行戦略」は、次のとお

りである（以下、神戸観光局から提供を受けた資料をそのまま抜粋して掲載す

る）。 
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３ 市の観光関連統計データ 

   以下、市または神戸観光局から提供を受けた資料を転記またはそのまま抜粋して掲

載する。 

 

  (1) 市の観光入込客数の推移   

 

 

 

 

＜市提供資料＞ 

 

(2) 市の観光消費額の推移  

 

 
   

  (3) 市の延べ宿泊者数（令和 5年速報値） 

 

 

 

 

 

観光入込客数
令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

日帰り客 1,742 968 946 1,303 1,584
宿泊客 477 260 249 371 420
小計 2,219 1,228 1,196 1,673 2,004

行祭事・イベント 1,323 335 142 488 641
合計 3,542 1,563 1,338 2,161 2,645

※端数処理のため、内訳と合計は必ずしも一致しない

（単位：万人）

観光消費額
令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

日帰り客 1,514 772 819 1,302 1,382
宿泊客 1,758 963 854 1,517 1,959
合計 3,272 1,735 1,673 2,819 3,340

（単位：億円）

※端数処理のため、内訳と合計は必ずしも一致しない
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(4) 京阪神での比較による年間延べ宿泊者数（令和 5年速報値） 
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(5) コロナ禍からの回復率 

 

 

 

第２ 関係法令、ルール等 

 １ 法律 

観光立国推進基本法 

 

２ 条例、規則 

神戸市有馬温泉の館条例、同施行規則 

神戸市立太閤の湯殿館条例、同施行規則 

神戸市立有馬温泉観光交流センター条例、同施行規則 

神戸国際会議場条例、同施行規則 

神戸国際展示場条例、同施行規則 

神戸市立六甲山牧場条例、同施行規則 

神戸ファッション美術館条例、同施行規則  

神戸市立博物館条例、同施行規則 

神戸市立小磯記念美術館条例、同施行規則 

神戸ゆかりの美術館条例、同施行規則 

神戸海洋博物館条例、同施行規則  

神戸市風見鶏の館等条例、同施行規則 
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神戸市立青少年科学館条例、同施行規則 

神戸市都市公園条例、同施行規則  等々 

   

 ３ 要綱、要領、基準 

   市は、観光振興、観光関連事業に関する事務処理を行うにあたり、各事業や施設ご

とに、別途、多くの要綱、要領、基準等を定めている。 

 

第３ 経済観光局 

 １ 組織体制 

 

 

 

２ 観光企画課、農水産課、ファッション産業課の事務分掌 

 

課名 分掌事務 

観光企画課 ⑴観光及びＭＩＣＥの振興に係る総合的企画、調査及び連絡調整に関する

こと。 

⑵泉源の管理に関すること。 

農水産課 ⑴食都神戸の推進に関すること。 

⑵園芸作物の生産の振興及び技術の普及に関すること。 

⑶農産物等の消費の拡大に関すること。 

⑷観光農業に関すること。 

⑸沿岸域の漁業の振興に関すること。 

⑹漁港の管理及び整備計画に関すること。 

ファッション

産業課 

⑴地場産業の育成及び振興に関すること。 

⑵生活文化産業の振興に関すること。 

〇企業立地課

　本場

〇経済政策課 …
局所管事務の運営管理、産業の振興に関する企画、
立案及び調整など

　経営課 …

〇商業流通課 …

…

〇新産業創造課

〇工業課

…

…

　農水産課 …

　農業振興センター …

局長

経済観光局

〇副局長

局長

（農政担当）

〇ファッション産業課 …

…

　農政計画課 …

〇観光企画課

　西部市場 …

　東部市場 …

…

企業立地・誘致に関することなど

新産業の育成、都市型創造産業の振興に関すること
など

工業の振興、成長産業の育成に関することなど

商店街・小売市場その他の地域商業の振興に関する
ことなど

地場産業・生活文化産業の振興に関することなど

本場の運営、調査、施設の維持管理に関することな
ど
東部市場の運営、調査、施設の維持管理に関するこ
となど
西部市場の運営、調査、施設の維持管理に関するこ
となど

観光及びＭＩＣＥの振興に関することなど

農業の振興に関する企画及び推進に関することなど

園芸作物の生産振興、農作物等の消費の拡大に関す
ることなど

農業振興地域の管理に関することなど

本場、東部市場、西部市場の総合調整、運営の企画
に関すること

西部市場長

国際経済統括官　

部長
（課長事務取扱）

部長
（観光ＭＩＣＥ担当）

中央卸売市場運営本部

本部長

部長（経営担当）

本場長

東部市場長



25 

 

 ３ 職員数、職員配置 

   経済観光局のなかでも観光振興や観光関連事業をメインとしている観光企画課に従

事している職員配置は以下のとおりである（但し、局長、副局長を除く。）。 

 

 

 

 

 

４ 決算 

   経済観光局が観光振興、観光関連事業に関する予算、決算額として説明している、

過去 5年間の推移は以下のとおりである。これによれば、決算額の歳出は年間約 23

億円～30億円の幅を推移しているが、市全体として横断的に見た場合、後述するよう

に、他の局や区による観光関連事業も数多く行われていることから、観光振興、観光

関連事業に費やす費用はこれよりも大幅に増えた支出となるものである。 

 

 

 

●観光企画課　歳出 単位：千円

R1予算 R1決算 R2予算 R2決算 R3予算 R3決算 R4予算 R４決算 R5予算 R5決算

商工総務費 368,249 457,683 379,628 248,491 577,593 304,486 499,748 469,675 610,357 255,430

観光事業費 1,265,643 1,025,851 1,301,530 1,168,869 1 ,741,822 1,547,705 1,113,749 903,519 1,364,518 1,219,442

水族園費 100,520 99,820 132,004 117,687 2,733,993 322,223 308,993 299,698 801,189 779,189

合計 1,734,412 1,583,354 1,813,162 1,535,047 3,311,586 2,174,414 1,922,490 1,672,892 2,776,064 2,254,061

●観光企画課　歳入（費目別） 単位：千円

R1予算 R1決算 R2予算 R2決算 R3予算 R3決算 R4予算 R４決算 R5予算 R5決算

商工総務費使用料及手数料 8,089 6,721 6,784 6,323 6,783 6,072 7,085 5,496 6,070 5,286

商工総務費国庫支出金 ー ー 0 7,441 ー ー 4,000 1,218 ー ー

商工総務費県支出金 ー ー ー ー ー ー 1,906 1,895 ー ー

商工総務費財産収入 77 78 77 78 78 78 78 83 78 83

商工総務費諸収入 230,000 167,734 209,176 58,609 214,456 164,468 165,600 121,547 195,000 176,302

商工総務費市債 139,000 109,000 57,000 0 225,000 32,000 201,000 161,000 308,000 3,000

観光事業費使用料及手数料 141,964 93,348 103,129 52,015 23,487 22,217 23,810 22,773 23,849 25,232

観光事業費国庫支出金 36,500 5,000 12,000 0 33,750 52,329 239,964 138,630 45,000 0

観光事業費県支出金 8,000 3,466 14,798 13,909 19,000 6,950 29,491 27,500 21,000 4,500

観光事業費財産収入 8,541 10,057 8,541 9,603 10,139 8,702 10,202 8,691 10,191 7,023

観光事業費寄附金 6,500 18,772 23,500 18,723 30,000 87,662 60,000 71,677 140,000 86,067

観光事業費繰入金 51,493 49,582 26,418 5,654 40,000 3,329 42,500 18,274 149,385 115,985

観光事業費諸収入 51,914 23,086 40,500 1,457 10,500 1,994 5,500 5,751 5,500 2,016

観光事業費市債 57,000 0 4,000 0 260,000 23,000 231,000 161,000 184,000 7,000

水族園費使用料及手数料 23,391 22,545 25,730 18,959 1,500 1,519 1,500 1,616 1,500 259

水族園費財産収入 ー ー ー 42,351 0 22 ー ー 0 1,150

水族園費諸収入 3,000 3,000 ー ー ー ー ー ー ー 30,000

水族園費市債 4,000 0 57,000 58,000 2,177,000 9,000 2,161,000 2,049,000 715,000 0

合計 769,469 512,390 588,653 293,122 3,051,693 419,342 3,184,636 2,796,151 1,804,573 463,903

 部長級 課長級 係長級 担当 合計 

令和 5年度 1 2 7 7 17 

令和 6年度 1 3 6 7 17 
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第４ その他、観光振興、観光関連事業にかかわる監査対象局 

 １ 港湾局 

   港湾局において、観光振興、観光関連事業を行っている、振興課、ウォーターフロ

ント再開発推進課、神戸港管理事務所の事務分掌は以下のとおりである。 

 

課名 分掌事務 

振興課 ⑴港湾のにぎわい創出、情報発信、国際業務、客船誘致その他港湾の振興

に係る調査、企画及び調整に関すること。 

ウォーターフ

ロント再開発

推進課 

⑴ウォーターフロント（新港突堤西地区及び中突堤・高浜地区）の再開発

に係る調査、企画及び調整に関すること。 

神戸港管理事

務所 

⑴港湾施設及び普通財産の管理に関すること（他の所管に属するものを除

く。）。 

⑵船舶給水（運搬給水を除く。）に関すること。 

 

 ２ 文化スポーツ局 

   文化スポーツ局において、文化スポーツの振興とともに、観光関連事業につながる

農政部門

●歳出 単位：千円

R1予算 R1決算 R2予算 R2決算 R3予算 R3決算 R4予算 R４決算 R5予算 R5決算

六甲山牧場 213,210 129,905 219,876 91,326 429,330 190,834 148,871 157,181 59,394 37,057

フルーツ・フラワーパーク 660,534 619,282 424,551 385,590 436,903 373,102 421,295 353,923 457,893 303,344

合計 873,744 749,187 644,427 476,916 866,233 563,936 570,166 511,104 517,287 340,401

●歳入（費目別） 単位：千円

R1予算 R1決算 R2予算 R2決算 R3予算 R3決算 R4予算 R４決算 R5予算 R5決算

六甲山牧場　使用料及手数料 9,677 9,677 9,677 8,214 9,675 8,991 9,923 10,124 10,121 10,476

六甲山牧場　財産収入 141 127 127 161 161 145 161 131 110 117

六甲山牧場　寄附金 200 25 300 4,009 5,000 2,957 1,000 560 1,000 0

六甲山牧場　諸収入 1,000 43 1,000 0 1,000 0 1,000 450 600 4,750

六甲山牧場　市債 183,000 94,137 174,000 20,000 370,000 139,000 118,000 116,000 38,000 10,000

フルーツ・フラワーパーク　財産収入 88,162 70,739 88,472 65,354 83,237 60,312 91,445 62,742 91,148 69,679

フルーツ・フラワーパーク　寄附金 ― ― ― ― ― ― 5,000 5,560 ― ―

フルーツ・フラワーパーク　諸収入 4,375 4,071 4,658 3,508 4,144 4,892 4,451 4,692 4,714 4,616

フルーツ・フラワーパーク　市債 318,000 280,000 110,000 74,000 118,000 64,000 101,000 48,000 143,000 8,000

合計 604,555 458,819 388,234 175,246 591,217 280,297 331,980 248,259 288,693 107,638

ファッション産業課

●歳出 単位：千円

R1予算 R1決算 R2予算 R2決算 R3予算 R3決算 R4予算 R４決算 R5予算 R5決算

ファッション美術館 462,311 369,055 384,373 360,388 321,876 335,107 387,361 409,138 482,399 409,048

北野工房 18,604 11,451 0 0 3,000 1,804 200 3,621 109,500 2,219

合計 480,915 380,506 384,373 360,388 324,876 336,911 387,561 412,759 591,899 411,267

●歳入（費目別） 単位：千円

R1予算 R1決算 R2予算 R2決算 R3予算 R3決算 R4予算 R４決算 R5予算 R5決算

ファッション美術館　使用料及手数料 20,728 19,484 34,084 17,291 26,817 55,007 33,342 39,467 54,500 33,881

ファッション美術館　諸収入 6,686 3,802 3,181 4,133 3,835 1,621 3,835 2,799 1,500 1,920

ファッション美術館　市債 141,000 53,000 37,000 27,000 ー ー 53,000 45,000 72,000 68,000

北野工房　財産収入 6,890 6,954 7,308 6,256 7,599 7,599 7,599 7,599 7,599 7,353

北野工房　市債 13,000 8,000 ー ー ー ー ー ー ー ー

合計 188,304 91,240 81,573 54,680 38,251 64,227 97,776 94,865 135,599 111,154
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業務を行っているスポーツ企画課、国際スポーツ室、文化交流課、文化財課、博物館

管理課、学芸課、小磯記念美術館の事務分掌は以下のとおりである。 

 

課名 分掌事務 

スポーツ企画

課 

⑴局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 

⑵スポーツ及びレクリエーションの振興に関する諸施策の企画、調整研究

及び連絡調整に関すること。 

⑶スポーツ施設等に関すること（他の所管に属するものを除く。）。 

<公民館> 

【住之江・葺合・清風・長田・南須磨・東垂水・玉津南】 

⑴公民館の管理及び運営に関すること。 

⑵教室、講座、講演会、展示会その他事業に関すること。 

国際スポーツ

室 

⑴国際的なスポーツイベントの誘致、調査及び調整に関すること。 

文化交流課 ⑴文化事業の企画、振興及び連絡調整に関すること。 

⑵文化施設に関すること（他の所管に属するものを除く。）。 

文化財課 ⑴文化財保護に関する諸施策の企画、調査、研究、連絡及び調整に関する

こと。 

⑵文化財関連施設に関すること。 

博物館管理課 ⑴博物館の管理及び運営に関すること。 

博物館学芸課 ⑴特別展、企画展、講演会、講座その他事業の計画及び実施に関するこ

と。 

⑵神戸市立博物館資料の収集、保管、調査研究及び普及啓発に関するこ

と。 

博物館小磯記

念美術館 

⑴博物館小磯記念美術館（以下「小磯記念美術館」という。）及び博物館小

磯記念美術館神戸ゆかりの美術館（以下「神戸ゆかりの美術館」とい

う。）の管理及び運営に関すること。 

⑵特別展、企画展、講演会、講座その他事業の計画及び実施に関するこ

と。 

⑶神戸市立小磯記念美術館及び神戸ゆかりの美術館の資料の収集、保管、

調査研究及び普及啓発に関すること。 

 

 ３ 建設局 

   建設局において、観光振興、観光関連事業を行っている、公園部魅力創造課、公園

部整備課、王子動物園の事務分掌は以下のとおりである。 

 

課名 分掌事務 
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公園部魅力創

造課 

⑴公園緑地の利用及び活用の推進に関すること。 

⑵市民との協働による公園緑地の管理に関すること。 

⑶都市の緑化の推進に関すること。 

⑷有料公園施設等の管理及び運営に関すること（他の所管に属するものを

除く。）。 

⑸公園及び緑化の指導、調整及び検査に関すること。 

⑹緑地の保全、活用及び風致の保全に関すること。 

公園部整備課 ⑴公園緑地整備に関する計画及び調整に関すること。 

⑵公園緑地、街路樹及び緑地帯の維持、管理及び補修に関すること。 

⑶公園施設の整備及び安全確保の推進に関すること。 

⑷公園緑地及び街路の緑化に関する工事に関すること（他の所管に属する

ものを除く。）。 

⑸造園技術に関すること。 

⑹有料公園施設等の保全及び特定の改良に関する調整に関すること。 

王子動物園 ⑴王子公園の動物園、動物園ホール及び駐車場における公園施設の設置及

び管理運営（他の所管に属するものを除く。）に関すること。 

⑵動物の飼育、展示及び繁殖に関すること。 

⑶動物病院の管理運営に関すること。 

⑷動物の調査、研究及び教育に関すること。 

 

 ４ 都市局 

   都市局において、観光振興、観光関連事業を行っている、交通政策課、駅まち推進

課の事務分掌は以下のとおりである。 

 

課名 分掌事務 

交通政策課 ⑴都市交通体系の調査及び計画に関すること（他の所管に属するものを除

く。）。 

⑵公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること。 

⑶新たな交通手段の導入に係る調整に関すること。 

駅まち推進課 ⑴駅前生活エリアの活性化に係る調査、計画、連絡及び調整に関すること

（他の所管に属するものを除く。）。 

⑵計画的開発団地その他まちづくりに関すること（他の所管に属するもの

を除く。）。 

⑶ハーバーランド地区に係る事業の調整に関すること。 

 

 ５ 交通局 

   交通局において、観光振興、観光関連事業を行っている、営業推進課の事務分掌は
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以下のとおりである。 

 

課名 分掌事務 

営業推進課 ⑴運輸収入、営業統計及び営業案内に関すること。 

⑵定期券発売及び遺留品に関すること。 

⑶自動車事業の乗車券及び乗車料金等の収入（営業所の取扱い分を含む。）

に関すること。 

⑷乗客増対策及び収益力の向上に関すること。 

⑸ＫＯＢＥカード協議会に関すること。 

⑹広告及び事業用宣伝に関すること。 

⑺附帯事業の調整及び実施に関すること。 

⑻既設テナントビル等に係る事務に関すること。 

⑼不動産の取得、借入、管理、処分（事業の用に供されているものの管理

を除く。）に関すること。 

 

第５ 一般財団法人神戸観光局 

 １ 神戸観光局の沿革 

   昭和 25年に任意団体として発足した神戸国際観光協会が、昭和 43年に社団法人神

戸国際観光協会として法人化し、観光案内所の運営やコンベンションサービス事業を

行うなか、昭和 62年に財団法人神戸国際観光協会に組織変更した後、平成 11年に財

団法人神戸国際交流協会のコンベンション部門を統合し、名称変更により財団法人神

戸国際観光コンベンション協会となった。 

   その後、財団法人神戸国際観光コンベンション協会は、有馬 4施設の事業運営の受

託事業や指定管理業務、神戸フィルムオフィス事業等も行うようになるなか、平成 25

年に公益法人制度改革に伴い、一般財団法人へ移行し、さらに、地域ＤＭＯとして登

録、申請するにあたって、平成 29年 12月に改組し、神戸観光局となった。 

その後、平成 31年 4月、神戸観光局は、神戸ポートタワーの管理運営、神戸海洋

博物館の管理運営事業の受託、ポートターミナル・中突堤旅客ターミナルの指定管理

等を行う一般社団法人神戸港振興協会を吸収合併し、現在の組織となった。 

なお、神戸観光局は、市の 100％出捐による外郭団体である。 

 

 ２ ＤＭＯ 

  (1) ＤＭＯへの登録 

「ＤＭＯ」とは、「Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ／Ｍａｒｋｅｔ

ｉｎｇ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ」の略称で、人口減少、少子高齢化のなかの日本

の課題である地方創生において、観光は国内交流だけでなくインバウンド需要の取

り込みによる交流人口や観光消費額を拡大させ、地域を活性化させるための原動力
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となることから、観光地域づくりの司令塔としての役割を果たす観光地域づくり法

人を指し、観光庁は、平成 27年 11月、日本版ＤＭＯ登録制度を創設した（詳細は、

観光庁作成の「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」参照）。 

そして、日本版ＤＭＯには、「広域連携ＤＭＯ」（地方ブロックレベルの区域を観光

地域とする）「地域連携ＤＭＯ」（複数の自治体にまたがる区域を観光地域とする）「地

域ＤＭＯ」の 3区分があるところ、神戸観光局（当時は神戸国際観光コンベンション

協会）は、「原則として、基礎自治体である単独市町村の区域を一体とした観光地域

として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う

組織」である地域ＤＭＯの申請を行い、平成 29 年 11 月に地域ＤＭＯとして登録さ

れた。 

 

  (2) ＤＭＯの目的 

    ＤＭＯの目的は、観光で地域が稼げる仕組みづくりやオーバーツーリズム対策を

含めた環境整備をすることによって地域経済を持続的に成長させ、活性化させるこ

とである。このため、ＤＭＯは、地方創生に貢献する農林水産業、商工業、文化・環

境等の幅広い分野と連携し、地域の総合政策として取り組む必要があり、地域は、Ｄ

ＭＯの目的と役割を整理し、明確にする必要がある。 

 

  (3) ＤＭＯの役割 

    ① ＤＭＯを中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合

意形成 

    ② 各種データ等の継続的な収集・分析、データに基づく明確なコンセプトに基

づいた戦略（ブランディング）の策定、ＫＰＩの設定・ＰＤＣＡサイクルの確

立 

    ③ 地域の魅力の向上に資する観光資源の磨き上げや域内交通を含む交通アクセ

スの整備、多言語表記等の受入環境の整備等の着地整備に関する地域の取組の

推進 

    ④ 関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづく

り、プロモーション 

 

(4) 観光地域づくりの関係者の役割分担と連携 

  地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯにおいて、個別の地域単位で国外向けのプロモーシ

ョン等を実施することは、訴求力や効率性の観点で課題がある場合もあり、広域連

携ＤＭＯによる取組との連携や棲み分けを図っていくことが重要である。 

また、ＤＭＯは、自治体、日本政府観光局との連携を通じて、地域で実施される

観光地域づくりに関する事業を効果的・効率的に推進し、情報発信、経済貢献度に

関する評価を行っていくこと等が期待されている。 
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さらに、観光地域づくりに関する地域の関係者（飲食、宿泊、交通、文化財、国

立公園、農泊、アクティビティー、農林水産業、商工業者等の関係者）によるＤＭ

Ｏへの積極的な参画と連携を通じ、各事業者の活動を意識的に観光地域づくりに結

び付け、旅行ニーズに対応した旅行商品や特産品の開発等を行うこと、地域の持続

可能な発展の視点を踏まえ、観光地域づくりに関する事業を効果的・効率的に推進

していくことが期待されている。 

なお、ＤＭＯにおいては、地域住民とも連携し、地域住民、関係者に対する説明

責任を果たすため、自らの活動の意義・内容・成果、ＫＰＩの達成状況や観光地域

づくりの取組による地域経済・社会の変化の分析結果等を記載した資料を作成し、

書面により関係者に説明・共有することが必要とされている。 

 

(5) ＤＭＯの登録要件   

[1] 観光地域づくり法人を中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係

者の合意形成     以下の①又は②のいずれかに該当すること。 

 ① 取締役、理事など観光地域づくり法人の意思決定に関与できる立場で、行政、文

化、スポーツ、農林漁業、交通等の幅広い分野の関係団体の代表者が参画すること 

 ② 観光地域づくり法人が主導して行政や関係団体をメンバーとするワーキンググル

ープなどの委員会等を設置すること 

[2] 各種データ等の継続的な収集・分析、データ等に基づく明確なコンセプトに基づい

た戦略（ブランディング）の策定、ＫＰＩの設定・ＰＤＣＡサイクルの確立 

  以下の①～③のすべての取組を行うこと。 

 ① 各種データ等の継続的な収集・分析 

 ② データに基づく明確なコンセプトを持った戦略の策定（自治体が策定する観光振

興計画が存在する場合は、当該計画と戦略との整合性が留意され、当該計画の策

定、見直し等への関与がなされること） 

 ③ ＫＰＩの設定・ＰＤＣＡサイクルの確立 

[3] 関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづくり、プロ

モーション     以下の①～③のすべての取組を行うこと。 

 ① 地域社会とのコミュニケーション・観光地域づくりに関する地域の関係者への業

務支援を通じて、戦略を多様な関係者間で共有すること 

 ② 観光資源の磨き上げや地域が観光客に提供するサービスの品質管理・向上・評価

する仕組みや体制を構築すること 

 ③ 観光客に対して地域一体となって戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーショ

ンを行うこと 

[4] 観光地域づくりの法人の組織     以下の①～③のすべてに該当すること。 

 ① 法人格を取得していること 

 ② 意思決定の仕組みが構築されていること 
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 ③ 専門人材が存在すること 

[5] 安定的な運営資金の確保 

  観光地域づくり法人が自律的・継続的に活動するための安定的な運営資金が確保さ

れる見通しがあること。 
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３ 組織体制 
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４ 職員数、職員配置 
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５ 役員等 

 




